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｢56歳になれば辞めろと言うのか!｣と怒りの声
＝　夏季重点要求をめぐって人事院と中間交渉　＝
	　公務労組連絡会は14日、夏季重点要求をめぐって人事院と交渉しました。
　交渉では、人事院勧告にむけた給与・一時金の改定など、現在の検討状況が中間的に示されました。そのなかで、50歳代後半の給与を削減するため、「一定率を乗じて引き下げる」との考え方が明らかにされ、職務給の原則もふみにじる道理のない賃下げに対して、交渉参加者の怒りが集中しました。
　交渉では、月例給・一時金ともに民間賃金の厳しい状況がのべられるなど、あらためて「マイナス勧告」の危険性も明らかにされるもと、２年連続の賃下げを許さず、民間賃金にも影響する公務労働者の賃金改善へ、職場･地域から共同のたたかいを強めていく必要があります。


民間賃金の厳しさをとりわけ強調する人事院
　人事院との交渉には、公務労組連絡会から山口議長、野村副議長、黒田事務局長、松本事務局次長、米田幹事、国公労連から上田中執が参加しました。人事院側は、給与局給与第１課の箕浦課長補佐、職員福祉局職員福祉課の柳田課長補佐が対応しました。
　はじめに山口議長は、「昨年の勧告は、月例給・一時金ともにマイナスとなり、過去最大の年収減となるもと、生活改善にむけた賃上げ要求は切実だ。人事院勧告は、公務関連労働者や民間賃金、さらには、地域経済にも影響を与える。そうした勧告の重さをふまえて、賃金・労働条件の積極的な改善を求める」とのべ、要求に対する現段階での中間的な回答を求めました。
　人事院側からは、以下のような回答が示されました。
　●　民間給与実態調査は終了し、現在、最終的な取りまとめの作業に入っており、例年どおりのペースですすんでいる。企業によってばらつきはあるが、昨年と同程度の賃上げ傾向が示され、依然としてきびしい状況がつづいている。

　一時金は、昨年の冬のボーナスが大幅な減少、今年の夏は微増という傾向が見られる。７月に支給される企業も多く、ぎりぎりまで調査をすすめ、結果が出るのは勧告直前になる見込みだ。
　●　人事院としては、民間・公務の給与実態調査にもとづき、４月時点での賃金をラスパイレス比較し、較差にもとづいて勧告することとなる。なお、比較企業規模を100人以上にする要求については、06年に比較対象規模を見直したところであり、現状では適正なものとなっていると判断している。
　●　初任給の改善要求については、民間との均衡、公務部内の給与配分を総合的に勘案して検討する必要がある。その点で、民間の動向を注視している。
　●　定年延長にかかわっては、昨年の報告で定年年齢の65歳への延長についてのべてきた。今年中に「意見の申出」ができるように検討をすすめている。みなさんから出された要求を受けとめつつ、高齢期雇用の方策について引き続き検討していく。また、給与については、民間の支給状況等もふまえつつ、みなさんの意見を聞きながら検討する。
　●　50歳代後半層について、公務の給与水準が民間を大きく上回っており、その差が拡大する傾向が見られることから、早急に是正する必要がある。従来のような傾斜配分による方法では限界があることから、新たな方法として50歳代後半層の給与に一定率を乗じて引き下げる方法を考えている。
　●　非常勤職員では、日々雇用が更新される制度を廃止し、最長１年間の任期を設定する制度を新たに設けることで検討をすすめている。
　●　超過勤務の縮減の要求については、勤務時間の管理が必要であり、在庁時間の短縮にむけて引き続きとりくんでいく。超過勤務の抑制にむけては、超過勤務手当の支給割合の引き上げなどの制度を新設してきたところだ。
　●　病気休暇制度の見直しでは、１回の病気休暇の上限期間は、連続する90日の範囲内とすることや、連続１週間を超える病気休暇を取得した後、職務復帰後20日以内に病気休暇を取得する場合には、その前後の病休期間を通算することなどを基本として、成案を得るべく検討している。
　●　健康・安全の確保の要求では、心の健康づくりを重視し、職場での対応する部門設置、ガイドブックなどの発行をすすめてきたところだ。担当者を対象とした研修の実施、職場復帰のための施策などを充実したい。
政府の総人件費削減に追随・迎合する給与改悪はただちに撤回せよ
　この回答に対して、黒田事務局長は、以下のように追及しました。
　○　民間賃金実態の厳しさが示されたが、昨年の「マイナス勧告」が民間賃金にも影響を与え、そのことが景気回復を阻んでいる。失業率が5.2％となるなかで、単なる「民間準拠」にとどまらない積極的な賃金改善が必要だ。
　○　とくに一時金が引き下げられれば、職員の士気にも影響する。第一線で働いている職員の奮闘に応えるためにも、引き下げはすべきではなく、ましてや、年間で４か月を割るようなことがあればきわめて重大である。
　○　50歳代後半の給与削減が提示されたが、きわめて重大な給与制度の改悪であり、認められない。民間を下回っているというが、民間における役職定年制や出向、定年退職後の再雇用などがその要因となっている。60歳定年の公務とはまったく違う事情を持ち出して、公務員給与を引き下げることは道理がない。
　また、同じ仕事をしていながら一定の年齢になれば給与を引き下げるならば、職務給の原則にも真っ向から反するものとなる。そのことについて人事院としてどう考えるのか。
　○　そもそもの問題として、高年齢の職員の給与抑制は、政府の公務員制度改革のなかで検討されてきた課題だ。人事院がねらう50歳代後半層の給与削減も、政府の方針に追随・迎合するものであり、労働基本権制約の「代償措置」としても断じて認められず、ただちに撤回を求める。
　また、50歳代後半層の賃下げをめぐっては、交渉参加者からも、「人事院は、政府の総人件費削減方針の片棒を担ぐのか。民間を下回っているというのならば、具体的なデータを示すべきだ。人事院は、職員に対する説明責任を果たせ」「年齢の違いで賃下げができるのか。56歳になったとたんに給与が引き下げられるとすれば、減給処分にも等しい。一生懸命働いてきた人たちになぜそんな仕打ちをしなければいけないのか」「職場の仲間にとっては耐え難い痛みだ。56歳になったらやめろということと同じだ」などと怒りの声が集中しました。
　人事院側は、「職場の怒りの大きさは聞かせていただいた。みなさんの意見を真摯にうけとめて、検討していきたい」とのべつつも、「公務部内の配分の問題であり、若年層の給与を改善するためには、高年齢層に対する（給与減額の）措置が必要だ。民間では、さまざまな状況のなかで高年齢層の賃金が下がっており、そうしたもとで国民からも公務員給与に対する理解を得ることが必要だ」などし、あくまでも「年齢による賃下げ」の考え方を変えませんでした。
　その後も、50歳代後半の給与削減をめぐって交渉は平行線をたどったことから、山口議長は、最後に、「本日は、中間的な回答としてうかがった。引き続き、公務労組連絡会の意見をふまえた検討を求める。50歳代後半の職員は、管理職として、現場の第一線で公務･公共サービスを支えている人たちだ。その奮闘に背をむけて、給与を引き下げることは考えられない暴挙だ。はきわめて重大であり、あらためて撤回を求める」とのべ、交渉を閉じました。
7・13人事院前緊急「昼休み要求行動」に250人
～　人事院あて要求署名・要請ＦＡＸのとりくみ追い上げを　～

　人事院交渉前日の13日、50歳代後半層の賃金削減に反対して、公務労組連絡会と国公労連の共催で、昼休みの人事院前要求行動にとりくみました。緊急の呼びかけにもかかわらず、人事院前には250人が参加しました。
　公務労組連絡会の山口議長は、「賃上げでこそ内需拡大を図るべき時に、年齢で差別する後期高齢者医療制度を彷彿させるような給与制度の改悪だ。マイナス勧告とあわせて、賃下げ阻止のために官民の共同へ全力をあげよう」と訴えました。
　国公労連の上田中央執行委員の情勢報告では、50歳代後半の給与削減にかかわるさまざまな問題点を指摘し、これを受けて、国公労連の門田中執、全教の北村書記長、自治労連の鈴木中執らが宣伝カーの上に登壇し、人事院による理不尽な道理のない攻撃に断固たたかう力強い決意をのべました。
　７月28日には３千人規模の中央行動が予定されるもと、この行動に全国から一人でも多くの仲間が参加し、人事院に対して怒りをぶつけ、賃下げの断念を迫っていく必要があります。また、中央行動では、人事院総裁あての要求署名の提出行動を配置するもと、職場からの署名運動の追い上げが求められています。
以　上
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